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平成２９年第１回三種町議会臨時会会議録 

 平成２９年３月１日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  大 澤 和 雄    ２番  宮 田 幹 保 

     ３番  安 藤 賢 藏    ４番  三 浦   敦 

     ５番  清 水 欣 也    ６番  工 藤 秀 明 

     ７番  高 橋   満    ８番   

     ９番  鈴 木 一 幸   １０番  小 澤 高 道 

    １１番  成 田 光 一   １２番  加 藤 彦次郎 

    １３番  後 藤 栄美子   １４番  堺 谷 直 樹 

    １５番  伊 藤 千 作   １６番  平 賀   真 

    １７番  児 玉 信 長   １８番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 
    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  三 浦 正 隆  副 町 長  髙 堂 弘 道

教 育 長  鎌 田 義 人  総 務 課 長  木 村 信 悦

企 画 政 策 課 長  相 原 信 孝  税 務 課 長  児 玉 直 久

町 民 生 活 課 長  川 村 義 之  福 祉 課 長  加 藤 正 美

健 康 推 進 課 長  青 山 勇 人  農 林 課 長  眞 川 信 一

商工観光交流課長  伊 藤 祐 光  建 設 課 長  高 橋 善 浩

上 下 水 道 課 長  近 藤  仁  琴 丘 総 合 支 所 長  高 橋  泉

山 本 総 合 支 所 長  山 田 幸 樹  会 計 課 長  岡 部  衛

教 育 次 長  畠 山 広 栄  農業委員会事務局長  信 太 清 勝

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  腰 丸  豊  議会事務局長補佐  平 澤 仁 美

議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人     
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一、議事日程 

 平成２９年３月１日（水） 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

  日程第２  会期の決定 

  日程第３  議案の上程   報告第１号～議案第１号 

                （提案理由の説明・町長） 

  日程第４  報告第１号   専決処分の報告について（公用車接触事故に係る損 
                害賠償に関する件） 
  日程第５  議案第１号   平成２８年度三種町一般会計予算の補正について 

 

一、本日の会議に付した事件 

 日程に同じ 

 

議長 金子芳継は、平成２９年３月１日、出席議員が定足数に達したので、本会議を開

会する旨宣告した。（午前１０時０１分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ただいまから、平成２９年第１回三種町議会臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は１７名であり、定足数に達しております。 

 本日の会議を開きます。 
 書記には腰丸君を任命いたします。 

 説明員として、町長及び教育長の出席を求めております。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員には、会議規則第１２４条の規定により１２番、加藤彦次

郎議員、１３番、後藤栄美子議員を指名いたします。 

 日程第２．会期決定の件についてお諮りいたします。 

 その前に、議会運営委員会が開かれましたので、本臨時会の会期について

委員長より報告を求めます。議会運営委員長。 

議会運営

委員長 
（ 宮田幹保 ） 

 第１回議会臨時会に当たり、開会前に議会運営委員会を開催し協議してお

りますので、その結果について報告いたします。 

 皆様のお手元に配付しております議事日程表のとおり、会期は本日１日と

しております。 

 なお、審議案件は、報告１件、議案１件となっておりますので、議員各位

の慎重かつ円滑なご審議をお願い申し上げまして、報告といたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ただいまの委員長報告のとおり、本臨時会の会期は本日１日といたしたい

と思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしまし

た。 

 提案された議案の審議に入る前に、町長より発言を求められておりますの

で、これを許します。町長。 
町  長 （ 三浦正隆 ） 

 冬の寒気も少しずつ緩み始め、ようやく春が間近に感じられるようになっ

てまいりました。 
 本日、第１回議会臨時会を招集しましたところ、議員の皆様におかれまし

ては、年度末に向けて何かとご多忙な折にもかかわらず、ご出席を賜りまし

て心から感謝申し上げます。 

 ただいま、議長の許可を得まして、議会臨時会の開会前の貴重なお時間を

拝借し、町民の皆様並びに議員各位に対し、一言ご挨拶申し上げたいと存じ

ます。 

 去る１月１９日に、長年にわたり秋田県議会議員としてご活躍されました

能登祐一氏がご逝去されたことにより、４月９日の秋田県知事選挙と同日に

県議会議員補欠選挙が執行されることになっております。 
 そのため、本日の臨時会では、秋田県議会議員補欠選挙関連予算の補正予

算を提案申し上げ、ご審議をお願いするものでございます。 

 結びになりますけれども、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、

季節の変わり目でございます。健康に十分にご留意いただきますよう心から

ご祈念申し上げ、簡単ではございますが開会の言葉にかえたいと思います。 

 ありがとうございました。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 日程第３．報告第１号及び議案第１号を議題といたします。 
 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 三浦正隆 ） 
 それでは、本臨時議会に提案いたしました議案についてご説明いたしま

す。 
 本日の臨時会提出議案は、専決処分の報告１件、一般会計予算の補正議案

が１件、合わせて２件でございます。 
 初めに、報告第１号専決処分の報告については、地方自治法第１８０条第

１項の規定に基づき、議会の議決により指定された事項について専決処分を

し、同条第２項の規定により、議会に報告するものでございます。 
 １月２５日、天瀬川字三倉鼻地内の町道で発生したスクールバスの接触事

故により相手方車両に損害を与えたことから、その被害の状況に応じて損害

賠償額を定めたものであります。 
 次に、議案第１号平成２８年度一般会計の補正予算は、歳入歳出それぞれ

２３２万６，０００円を追加し、予算総額を１１３億５，００５万円とする

ものであります。 
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 本補正予算は、４月９日執行の秋田県議会議員補欠選挙執行に関連する予

算計上となっております。 
 主な歳出では、ポスター掲示場設置等業務委託料１３５万円を計上したほ

か、時間外勤務手当など平成２８年度中の執行経費として総額で２３２万

６，０００円を計上しております。 
 歳入では、秋田県議会議員補欠選挙委託金として２３２万６，０００円の

計上となっております。 
 以上が本臨時会に提出する議案の概要でありますので、議員の皆様には、

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げ、議案

説明といたします。 
 ありがとうございました。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 日程第４．報告第１号「専決処分の報告について（公用車接触事故に係る

損害賠償に関する件）」を議題といたします。 
 本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号「専決処分の報告について」を終わります。 
 日程第５．議案第１号「平成２８年度三種町一般会計予算の補正につい

て」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１号「平成２８年度三種町一般会計予算の補正について」を採決い

たします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日の会議を閉じます。 

 これをもって平成２９年第１回三種町議会臨時会を閉会いたします。 
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                         午前 １０時１０分  閉 会 
 

 

 
 

 上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

 

 

    三種町議会議長 

 

 

 

    三種町議会議員 

 

 

 

    三種町議会議員 

 


